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２ 給食業務の状況 
(1) 施設区分別月間食事提供数(昨年10 月於) 

施設区分 499 食 
以下 

500～
999 

1,000～
4,999 

5,000～
9,999 

10,000～
14,999 

15,000
～

19,999 

20,000
以上 無回答 

病院 5 3 34 17 20 12 13 0 
4.8% 2.9% 32.7% 16.3% 19.2% 11.5% 12.5% 0.0%

① 一般病院 0 0 27 17 20 12 13 0 
0.0% 0.0% 30.3% 19.1% 22.5% 13.5% 14.6% 0.0%

② 有床診療所 5 3 7 0 0 0 0 0 
33.3% 20.0% 46.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

介護老人保健施設 0 0 9 45 6 2 0 0 
0.0% 0.0% 14.5% 72.6% 9.7% 3.2% 0.0% 0.0%

介護老人福祉施設 1 0 31 72 8 2 0 0 
0.9% 0.0% 27.2% 63.2% 7.0% 1.8% 0.0% 0.0%

特定施設入居者生活介
護 

1 0 12 8 0 0 0 0 
4.8% 0.0% 57.1% 38.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

合計 7 3 86 142 34 16 13 0 
2.3% 1.0% 28.6% 47.2% 11.3% 5.3% 4.3% 0.0%

・当該施設は入院・入所施設であるため、概ね３食/日を提供。利用者100 人の場合、3 食×100 人×31 日=9,300 食となります。 
・施設区分別の上段は当該施設数、下段は各施設区分内における%を示す。 

(2) 給食業務の直営と外部委託の状況 

施設区分 直営 一部委託 全面委託 無回答 合計 

病院 27 29 48 0 104 
26.0% 27.9% 46.2% 0.0% 100.0%

① 一般病院 23 29 37 0 89 
25.8% 32.6% 41.6% 0.0% 100.0%

② 有床診療所 4 0 11 0 15 
26.7% 0.0% 73.3% 0.0% 100.0%

介護老人保健施設 17 8 37 0 62 
27.4% 12.9% 59.7% 0.0% 100.0%

介護老人福祉施設 59 15 40 0 114 
51.8% 13.2% 35.1% 0.0% 100.0%

特定施設入居者生活介護 9 1 11 0 21 
42.9% 4.8% 52.4% 0.0% 100.0%

合計 112 53 136 0 301 
37.2% 17.6% 45.2% 0.0% 100.0%
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県内関係施設における給食業務は「直営」が 37.2%、「全面委託」と「一部委託」を合わせた委託による運営が
62.8%となっている。施設区分によって委託割合は異なり、介護老人福祉施設は 51.8%が「直営」であるが、有床診
療所は「全面委託」が 73.3%と委託割合は高くなっている。 
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直営と外部委託の状況
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３ 嚥下調整食等の対応状況 
(1) 「日本摂食・嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類2013(食事)･(とろみ)」の理解度

施設区分 両方とも知って
いる 

学会分類
（食事）は
知っている 

学会分類
（とろみ）は
知っている 

両方とも知ら
ない 無回答 合計 

病院 94 6 0 4 0 104 
90.4% 5.8% 0.0% 3.8% 0.0% 100.0%

① 一般病院 84 4 0 1 0 89 
94.4% 4.5% 0.0% 1.1% 0.0% 100.0%

② 有床診療所 10 2 0 3 0 15 
66.7% 13.3% 0.0% 20.0% 0.0% 100.0%

介護老人保健施設 53 5 2 2 0 62 
85.5% 8.1% 3.2% 3.2% 0.0% 100.0%

介護老人福祉施設 98 15 0 1 0 114 
86.0% 13.2% 0.0% 0.9% 0.0% 100.0%

特定施設入居者生活介護 14 3 0 4 0 21 
66.7% 14.3% 0.0% 19.0% 0.0% 100.0%

合計 259 29 2 11 0 301 
86.0% 9.6% 0.7% 3.7% 0.0% 100.0%

(2) 施設が対応している食形態 

国内の食形態の標準として使用している学会分類の①食事、②とろみを「両方とも知っている」のは全施設を通じて
86%であり、両方とも知らない」のは、有床診療所で 20.0%、特定施設入居者生活介護では 19.0%であった。

施設分類別の「嚥下調整食分類2013」の理解度 

施設区分により対応している食形態の種類が異なる。一般病院は多様に対応しているが、有床診療所や特定施設入
居者生活介護では種類は多くはない。食形態別には、「嚥下調整食2-1」、「嚥下調整食4」の対応が多い。
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9 

（2）厚労省が推奨する「栄養管理情報提供書」を使用しない理由

施設区分 面倒である 項目が当ては
まらない 

記載方法が分
からない 

情報提供書の
様式を知らない その他 無回答 

病院 3.4% 18.6% 0.0% 11.9% 64.4% 1.7%
① 一般病院 3.7% 20.4% 0.0% 11.1% 63.0% 1.9%
② 有床診療所 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 80.0% 0.0%

介護老人保健施設 4.3% 10.9% 0.0% 17.4% 65.2% 2.2%
介護老人福祉施設 3.7% 13.6% 1.2% 42.0% 37.0% 2.5%
特定施設入居者生活介護 0.0% 13.3% 0.0% 46.7% 40.0% 0.0%

合計 3.5% 14.4% 0.5% 27.9% 51.7% 2.0%

   ※この設問回答について部分考察を加えます。 
①  「栄養管理情報提供書」を使用しない理由の回答者の 52%が「その他」を選んでいることは、回答選択項目が不足であったことを反省します。 
② 現場の管理栄養士に実情を確認したところ、厚労省から「栄養管理情報提供書」という明確な様式は示されず、別添の「看護及び栄養管理に関す

る情報」の様式が、これに類するものであることがわかった。(本報告書の最後に当該様式を添付しています) 
当初の想定では、看護師等が（1）生活等の状況、看護に関する情報を記載し、管理栄養士が（2）栄養管理に関する情報を記載するよう機

能分担されているものである。
  ③ 現状では、当該様式は使用されず、看護に関する情報は日頃使用しているサマリー(医療介護情報提供書)様式で排出され、管理栄養士からの

食事の摂取に関する情報提供は多くは提供されていない。また、その場合も当該様式は記載項目が複雑等の利用により、施設のオリジナル様式を利
用するか、簡単な項目しか伝えていない。 

上記(1)の本来使用すべき「栄養管理情報提供書」を使用していない理由を尋ねたところ、「情報提供書の様式を知ら
ない」27.9%、「項目が当てはまらない」14.4%であり、施設区分により差があった。前者は、介護福祉施設や特定施設
に多く、後者は一般病院に回答が多くみられた。しかし、「その他」の回答が 51.7%と多く、明確な理由が把握できなった
ため、自由記載欄から参考となる理由を下記に考察を加えた。 
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に多く、後者は一般病院に回答が多くみられた。しかし、「その他」の回答が 51.7%と多く、明確な理由が把握できなった
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介護老人福祉施設
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(3) 栄養管理部門と他職種との連携・情報共有 

施設区分 十分できている 十分であるとい
えない まだ、できていない 職種によってちがう 回答無 

病院 24.0% 65.4% 2.9% 7.7% 0.0%
① 一般病院 23.6% 66.3% 2.2% 7.9% 0.0%
② 有床診療所 26.7% 60.0% 6.7% 6.7% 0.0%

介護老人保健施設 21.0% 62.9% 8.1% 6.5% 1.6%
介護老人福祉施設 31.6% 60.5% 2.6% 4.4% 0.9%
特定施設入居者生活介護 33.3% 52.4% 9.5% 4.8% 0.0%

合計 26.9% 62.1% 4.3% 6.0% 0.7%

どこの施設においても、栄養改善業務を進める上で他職種との連携・情報共有は、一番大切な要素といえるが、「十分でき
ている」26.9%に比べ、「十分であるとはいえない」62.1%、「まだできていない」4.3%と全体の 2/3 がスムーズな連携等が図
られていない現状であった。これは施設区分による差異は認められない。 

33.3%

31.6%

21.0%

26.7%

23.6%

52.4%

60.5%

62.9%

60.0%

66.3%
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1.6%
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介護老人福祉施設

介護老人保健施設

有床診療所

一般病院

栄養管理部門と他職種の連携・情報提供

十分できている 十分であるといえない まだ、できていない
職種によってちがう 回答無

十分できている
26.9%

十分であるとい
えない
62.1%

まだ、できて
いない
4.3%

職種によってちがう
6.0%

回答無
0.7%

栄養管理部門と他職種の連携・情報共有

盛
岡
市

大
船
渡

特
定
施
設
入
居
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護
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2 委託主と受託事業所の業務分担と連携 

※ 病院の給食業務委託については、医療法施行規則「病院患者等の食事の提供の業務(新省令第九条の十関係、平成 30
年10 月30 日付）により具体的業務が定められており、①調理作業従事者(受託事業所)の意見を十分に聴取した調理作業
の実施 ②日常的に指導及び助言を行うことができる体制整備 ③調理作業従事者の知識及び技能修得のための研修実施
等が求められている。 参照:別添通知 

(1) 受託事業所が担当している業務  [事業所本部回答] 
  通常の献立作成、発注、調理加工、食器洗浄、安全衛生等の通常業務に加えて参加している業務 

契約上の分担項目 参加事業所数、% 各事業所で対応している状況 

① 献立作成の調整
(通常献立、特別な指示による献
立作成) 

12
85.7%

①献立権が当社にある場合作成。
②委託先の要望等により、変更調整。
③通常献立、特別な（治療食）指示による献立作成。
④予定献立作成、特別食献立作成。・通常献立、減塩、アレルギー、人工透析
⑤一般食、治療食献立作成、栄養価の調整、選択メニュー献立作成

② 衛生管理
(衛生管理表の作成、衛生マニュ
アルに応じた管理) 

11
78.6%

①当社HACCP に沿った各種衛生帳票及び行程マニュアルを使用。
②調理施設点検表、従事者等の衛生管理点検表、中心温度記入表、調理等
における点検表など。 
③自主点検（月1 回）、研修会の実施、本社から出向して点検 
④食材管理は食札マニュアルに準じる。病院の衛生管理は会社と病院間ですり
合わせして決める。 

③ 約束食事箋の作成 ※ 
(病態や食形態等をふまえた施設
の食事基準の調整) 

4
28.6%

①施設栄養士不在の場合に対応
②献立会議等で協議し必要に応じて対応
③個別対応、粥食など 

④ 食形態管理表の作成 ※ 
(食形態分類及び調理マニュアル
の作成) 

3
21.4%

①献立会議で協議。マニュアルは必要に応じて対応
②刻みの形態（一口大、刻み、極きざみ等の大きさ）標準化 

⑤ 個別食事箋の作成 ※ 
(入院・食事内容変更の連絡指
示書) 

1
7.1%

(2) 委託主と受託事業所の分担 [受託施設回答] 
業務区分 委託主 委託先 協働 無回答

① 現場対応
の責任者 

13
27.7%

31
66.0%

2
4.3%

1
2.1%

② 献立作成
11

23.4%
34

72.3%
2

4.3%
0

0.0%
③ 約束食事
箋の作成 

43
91.5%

4
8.5%

0
0.0%

0
0.0%

④ 個別食事
箋の作成 

43
91.5%

4
8.5%

0
0.0%

0
0.0%

⑤ 食形態管
理表の作成 

18 
38.3%

12
25.5%

7
14.9%

10
21.3%

受託事業所(施設現場)に対し、「①現行通りの分担で良いか」、「②見直しが必要か」を付加質問してみました。 
各項目ともに、委託主の業務分担については①82.8%、②10.2%、受託事業所としては①82.4%、②9.4%、協働で実施し

ていることについては①81.8%、②9.1％と、おおよそ現状の分担態勢でよいと判断していることが分かりました。 
ただ、数%の見直しが必要とする意見にも耳を傾け、互いの理解を図りたい。 

18

43

43

11

13

12

4

4

34

31

7

2

2

10

1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑤ 食形態管理表の作成

④ 個別食事箋の作成

③ 約束食事箋の作成

② 献立作成

① 現場対応の責任者

業務の分担

委託主 受託事業者 協働 無回答

近年、給食の業務委託が拡大する中で、利用者に応じた適切な食事サービス向上に向けて、委託主と受託事業所の通常
の機能分担に加えた連携協働が求められている。①約束食事箋、②食形態管理表、③個別食事箋等は通常は委託主側が
作成するものであるが受託事業所からも介入しており、協働態勢が前進していることが分かった。
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活習慣病予防

調理技術等 ⾷形態管理等 衛⽣管理等 最新の栄養情
報

⼈材育成給⾷
運営

受託事業者が実施する資質向上・⼈材育成

本部が直轄して開催する 配属先で指導・育成する 他施設に派遣して育成する
関係教書を配布して⾃⼰学習をさせる 特に実施はしていない

1 

40.0%
25.0% 21.3%

46.2% 35.1%

57.1%

28.8%
41.3%
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44.0%
23.0%

41.4%
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0.0% 1.1% 2.7% 0.0%
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2.2% 6.8% 1.4%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%
受託事業者が実施する資質向上・人材育成

本部が直轄して開催する 配属先で指導・育成する 他施設に派遣して育成する
関係教書を配布して自己学習をさせる 特に実施はしていない

３ 人材育成の状況 
 (1) 受託事業所が実施する資質向上・人材育成の状況 

指導項目 職種 本部が直轄して
開催する 

配属先で指導・
育成する 

他施設に派遣
して育成する 

教書配布による
自己学習 

特に実施して
ない 

①栄養知識・生活習慣病予防

管理栄養士 8 4 1 3 0
栄養士 7 4 1 3 1
調理師 7 4 0 1 3
調理員 3 5 0 2 3
調理補助員 4 5 0 2 2
衛生管理職 3 1 0 0 1
その他 0 0 0 1 1

②調理技術等

管理栄養士 5 6 2 0 2
栄養士 4 6 2 1 3
調理師 5 6 3 0 3
調理員 2 7 1 0 3
調理補助員 2 7 1 0 3
衛生管理職 2 1 0 0 1
その他 0 0 0 0 2

③食形態管理等

管理栄養士 4 7 0 2 1
栄養士 3 9 0 2 2
調理師 4 9 0 1 1
調理員 2 10 0 1 1
調理補助員 2 9 0 1 2
衛生管理職 2 2 0 0 1
その他 0 0 0 1 1

④衛生管理等

管理栄養士 7 6 1 1 0
栄養士 8 7 0 1 0
調理師 8 7 0 1 0
調理員 7 8 0 1 0
調理補助員 7 8 0 1 1
衛生管理職 4 3 0 0 1
その他 1 1 0 1 0

⑤最新の栄養情報 

管理栄養士 6 2 1 5 0
栄養士 6 2 1 6 0
調理師 6 4 0 4 1
調理員 3 4 0 4 1
調理補助員 3 4 0 5 1
衛生管理職 2 1 0 0 0
その他 0 0 0 0 2

⑥給食管理に係る人材育成 

管理栄養士 9 4 0 0 1
栄養士 9 4 0 0 0
調理師 8 6 0 0 0
調理員 6 7 0 0 0
調理補助員 5 6 0 0 0
衛生管理職 2 1 0 0 0
その他 1 1 0 0 0

事業所本部は、「給食運営」、「衛生管理」を優先させ、半数弱の事業所が直轄開催を行い、主な対象は管理栄養士・栄
養士である。「食形態」、「調理技術」、「衛生管理」等の対象は調理師等のスタッフであり、配置現場でのOJTに期待している。

下表の数値は、回答した事業所数項目別、職能別の人材育成の状況
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県内施設給食の食形態対応の状況 

施設移行後も適切な食形態による栄養マネジメントを継続していただくために、各施設の対応状況を一覧にしました。
「栄養管理情報提供書」で不明な部分の照会等、管理栄養士等の相互の連携・連絡に大いに活用していただきたい。 

なお、ここに掲載した施設は、岩手県保健福祉部「岩手県介護保険に係る指定事業所一覧」、「いわて医療ネット病院名
簿」、「医療施設基本ファイル」より、本県の医療・福祉関係施設(2019.4.1 現在）として抽出したものです。 

また、食形態対応の詳細記載がない施設については、当方から重ねて提出をお願いしましたが、残念ながら回答をいただけ
ませんでしたので、「調査未回答」として施設名と連絡先のみを掲載させていただきました。 


